
ＳＭＣ中小企業応縁団会員様  

         無料セミナー 

平成27 年 1 月、相続税の非課税限度額が引き下げられ、今までは発生しないと

思われていた人にも相続税が発生することになります。本セミナーでは、いろいろ

な方にかかわる相続について、用語の説明から、どんなスケジュールで進むかな

ど、基本の基本をわかりやすく解説します。 

平成２７年７月１６日（木曜日）14：00～15：30 

多治見市太平町６丁目１９番地 ＳＭＣビル ２Ｆ 研修室 

 無料  ＳＭＣ中小企業応縁団会員様限定   

 筆記用具 

このセミナーは中小企業応縁団会員様限定無料セミナーとなっております。セミナーのお申し 

込み、及び会員登録は http：//ｋａｉｉｎ.ｓｍｃ-ｇ.ｎｅｔ/  よりお願い申し上げます。 

または、下記にもれなくご記入いただき、FAX をお願い致します。 

FAX 0572-22-0694  ※FAX でお申し込みの場合で会員未登録の場合は、会員登録させていただきます。 

企業名  

参加者名

① 

住所  ② 

ＴＥＬ  ＦＡＸ  

メールアドレス  

相続税の大増税がやってくる！ 

相続税の基本を知ろう！ 

講師 SMC税理士法人 西川正起 


